
ダ リ理助

調剤をしていて

疑問に思ったこと，

医師または患者さんに周

かれて因ったこと，医師に疑

11照会して対応したがいまひとつ納

得できはいこと，ありませんか? 皆さんの媛間

に各分野の専門家がお答えいたします。

襲剤服用歴管理指事料は. 2008年3月まで

の襲剤服用歴管理料と服藁指導加算が統合

されたものと解釈していますが，患者から「管理は邸

要ないJと冨われてしまった燭含は鱒定できないので

しょうか。また，もし算定できないとしたら，襲歴

には伺も情報をRe臨しなくても構わないのでしょう

か。 (羨堀県匿名務望)

薬剤JJlUIJ歴管理指導す!に係る行為は，忠者の

求めに応じて実施するものではありません。薬

剤師という立場から凡て，込1、者が安全に医薬品を使H]

するために必裂であると判断した場合には，薬剤r:lliに

求められている責務を来たすため，使)1:]する薬剤lに関

する管理・指導を実施し， ~:件に示されている内容を

満たしていれば薬剤JJlHf']歴管理指導料を算定してくだ

さい。

来斉1]服nJI歪管理指導李1.(2008年 4 月~ ) は， 2008年

度診療報酬改定において，それまでの薬剤服用歴管理H
判と服装指導加算が統合されたものです。求められて

いる内容についても.楽肢に基づく薬剤情報提供と使

JI]する薬剤lに|刻する基本的な説明，そして， J眠薬状況

などの情報に恭づく指導などであり，これまでと基本

的に同じです。 しかし，だからといって，これら算定

要件を満たすことが臨時lfということはありません。

薬剤情報提供や使mする薬剤に関する基本的な説明

はもちろん.患者から!(T.桜投薬や柴物アレルギーなど

に関する情報を収集したうえでの服薬指導は.患者が

安全に医~I!IÏ~ を使用するうえで必要不可欠なことであ
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ご質問をお寄せくだ

さい。要項1el:37頁にあり

ることによってのみ行います。電信や

ファクシミリによる回答はご容書留くださ

い。また，特殊なケースの質問は，銀周され怠い

こともありますのであらかじめご3震ください。

り，薬剤師jに課されている使命です。健康保険法に基

づくルール(保険薬局及び保険薬剤師療養担当鋭則)や

柴剤師法においても明石'(11に規定されています (表1)。

そして，~剤JJI仙J)従軍ì;~H指導キ!として評価されている

業務，すなわち司算定:'t::nとしてアj之されている内符は，

これらを明文化したものに過ぎません。

「薬剤JfJliUrJ歴任理指導料Jという名称のため，忠者ーか

らrI~I 分で管理!できる」 と誤解を受けることがあるかも

しれませんが，薬剤師が行うことは「也1型IUだけでなく，

忠者に安心して医薬品を使川してもらうために必要不

可欠な行為であり，そして， I司指導料はそれに対する

点数であることを丁寧に説明し，引解を伴ることが必

表1 薬剤師に求められている情報提供，薬歴管理
「一ー一一ーー一ー一一 ーーーーーー一ー一一一一ー

薬剤師法 (1960年8月10日，法律第146号)

(↑古報のj}ff!t)

第25条の2 薬剤。iliは. 1阪必又は授与の 11 的でìJ，~fi1J したとき
は.忠者又はJJ~にその;fj'諮に2iたっている r， に対し.洲市l し
た薬剤の適irな使川のために必要な情報を提供しなければな

らなし、。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (1957年4月30日.厚

生省令第16号)

(制方IJの般的;)針)

第8条 似険1草号、!ujにおいて健康保険の訓育'Jに従事する保険薬剤

仰 (以下 「保険3i'Si'iIJnlliJという。)は. I~~ I漁民ゅの交付。 した処ん
せんに本いて.込.¥.{;'の戎Hをよ妥当適切に制斉IJA直びに薬学的管

理及び指導を行わなければならない。

2 山漁業剤rliliは.調剤を11う場合は.患者の服薬状況及び

薬剤l服用歴を確認しなければならない。

3 <旧作>

一一一一一 ー一一一一一一一 一」
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要でしょう。また，薬歴の意義や目的， iかかりつけ薬

局J，iかかりつけ薬剤師jを活用してもらうことの有効

性など，薬剤師としての業務を理解してもらえるよう

努めることも必要です。

なお，何らかの現由により薬剤服用歴管理指導料を

算定しない場合で‘あっても，薬歴には必要な情報を記

載しておくことが必要です。算定の可否ということだ

けでなく，患者のためという視点から判断することが

必安:で、す。

異怠る保険医康樋聞から受付された処方せん

で，ともにー包化の掲示があるものについて，

患者の梧望に応じてこれらをー包化したような場合に

は，外来臨襲室盟料を算定することはできますか。ま

た，もし算定できるとしたら.r月O固までjのよう芯

制限はあるのでしょうか。 (富山県匿名需望)

算定できます。ただし，処方せん受け付けと

同時に実施する場合には，処方せんに係る調

剤料は内服薬として算定してください。

外来服薬支援科は，自己管理が困難な患者またはそ

の家肱などの求めに応じ， 一包化や服薬カレンダーの

c1. 
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活用などによりその忠者が使附している薬剤を整理し

て，患者が容易に服薬管理できるよう支援した場合に

算定するものです。対象となるのは， 当該保険薬局で

調斉Ijした薬剤lだけでなく，他の保険薬局で調剤された

薬剤や保険医療機関において院内投薬された薬剤も含

まれ， i極力これらの薬剤も含めて整理するよう努める

ことJ(厚生労働省通知)と求められています。

その際，ご質問1のケースのように，ともにー包化の

指示がある異なる保険医療機関から交付された処方せ

んを，処方せん受け付けと同時に服薬支援を実施する

こともあると思います。そのような場合，外来服薬支

援料の算定は可能ですが，ただし処方せんに係る調

剤料の算定に当たっては. 一包化薬としてではなく，

内服薬として調剤料を算定することとされています

(表2)。
また，特に算定上|浪などの制限は設けられていませ

んが，例えば. I淀内投薬された薬剤について服薬支援

した場合で、あって，その後も引き続き，院内でのー包

化が行われないなどの理由から， 当該薬局で服薬支援

を実施するようなケースについては，外来1M薬支援料

の算定は認められないものであると考えられています。

p 



表2 外来服薬支援料の算定について

厚生労働省O&A(i疑義解釈資料の送付についてム

2008年3月28日司事務連絡)

問8.忠平Tが.処)jl亙からのー包化薬の指示がある処}j

せんとともに.他のi終日で調剤された柴背IJや保険

医療機関で院内投薬された薬剤l も併せて~J.. jに持

参した場合であって.処方せんにjtづく淵斉IJをね

う際にすべての楽郊lの-包化を行い.11IH総支援を

nった場合には. I凋斉IJに係る薬剤IJfUIJI附判I!指導

半、11F?と外米)JfH旋支媛料の(Jf:算定が市I能かロ

答.制剤lに係る楽斉Ij)J削1If.t!管理I指導キ:I ~'~ 及び外~)]f!.:J;!5
文緩料それぞれの'Uf'lを満たしている場合には.

{J!:}):lζは可能である。ただし外米IJI，[楽文俊料を
算定する場合には.処}jせんに基づく調剤に係る

捌剤料については. ー包化薬の調i'iIl料では右:く内 l 

!lIi柴の制剤干|として算定すること。 I
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日本薬剤師会O&A(i平成20年度調剤報酬改定等に関するO&Aム 2008年

3月25日)

<外来JJf!.柴支援料>

03.外米IJf，[薬支緩半、lの算定にあたっては.たと えば.同一月l人lにおけるt?:)ii
上限などの制限は設けられているのか。

A.算定上IU{は設けられていなしh ただし処方せんに).，1;づく調布lをf1う際

に. {井せて他のihil).. jで調剤された猿剤!'j;を今包化するなどして外米服:!IS
文援宇|を努!とする場合は.処方せんにJLづく淵斉IJに係る調剤平|はl勾)JIi占lJ
としてS?:定する(ー包化楽としてtnとしない)。

また.たとえば. 1従lλl投薬の:J;!5市lについて外~)Ifi.業主;援事|をS?:定したが.

その後も引き続きー包化が行われずに院l人j投来が行われたため.さらに

当該薬局で外米1J11業支援を災施したようなケースについては.-1>:来.J1f!. 

Z旋支援の必要性を認識している処方|うえが1;1院で薬剤のー包化をするか.

もしくは，処ブjせんにより楽町でのー包化を指示すべき ものであると考

えられるため.外米)JIi薬文緩料をす1定することはできない。
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調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと，

医師に疑義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの簸聞に告分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1 質問の範囲

n実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えlえ処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で，専門家の意見が知りたい.という場合など。

f乙保険調音1)・調剤l報酬などに関する質問

例え(;1"，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

や司請求もれがあった場合の対応は?という質問など。

①調剤技術などに関する質問

例えl氏 A散と B末を配合しでもよいか 7 また‘ C

錠を粉砕してよいか? という調剤技術上の質問など。

2 質問は文書で日本薬剤師会 1調剤lと情報j係まで.ご連

絡ください。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容

をお聞きしないと回答できないこともありますので唱住

所.氏名句電話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には.じほうから図書カードが贈呈

されます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも f調剤と情報j誌に掲載を前提としておりますので.個人的・特殊な質問にはお答え
できません。ご7i長くださL、。また匂回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦くださ L、

〒160-8389 東京都新宿区四谷3ふ 1宮士・国保連ビル

送付先 日本薬剤師会 「調剤と情報j事務局

TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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